
― 次 第 ―

１ 開 会

２ あ い さ つ

３ 議 事

（ １） 説明・ 報告事項

① 令和２年度 年間スケジュールについて【 資料１】

② 地域組織のあり方検討の状況について【 資料２】

（ ２） 協議事項

① 市民まちづく り提案事業（ 市民活動促進部門）審査会委員の選出について【 資料３】

② 参画と協働のまちづく りフォーラムの代替事業について【 資料４】

③ 自治基本条例の見直しについて【 資料５】

（ ３） その他

① 社会の変化に対応した地区公民館のあり方について（ 提言） 【 資料６】

② 次回の開催予定 本委員会： ７月下旬、小委員会： ６月下旬

③ 小委員会オブザーバーについて

４ 閉 会

令和２年度第１回鳥取市市民自治推進委員会

日時 令和２年５月２７日（ 水） 15: 00～16: 30

場所 鳥取市人権交流プラザ ２階 会議室



鳥取市市民自治推進委員会委員

【 Ｈ31.4 .1～R3 .3 .31】

（ ５０音順）
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鳥取市公民館運営審議会委員
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佐治町古市実行組合長
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者
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※所属等については平成３１年４月１日時点のもの



鳥取市市民自治推進委員会

配付資料一覧

【 R2. 5. 27（ 水）】

資料番号 資料のタイトル

資料１ 令和２年度 年間スケジュールについて

資料２ 地域組織のあり方検討の状況について

資料３ 市民まちづく り提案事業（ 市民活動促進部門） 審査会委員の選出について

資料４ 参画と協働のまちづく りフォーラムの代替事業について

資料５ 自治基本条例の見直しについて

資料６ 社会の変化に対応した地区公民館のあり方について（ 提言）



令和元年度～令和２年度　市民自治推進委員会　スケジュール

① ② ③ ④ ⑤ ② ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩

⑥ ① ③ ⑤ ⑦

●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

提出

諮問～見直し審議～答申

地域組織のあり方検討 検討状況は随時委員会で報告

内容の検討・作
成

検討参画と協働のまちづくりフォーラム

自治基本条例の見直し答申 事前調査等

市民まちづくり提案事業（市民活動
促進部門）審査会委員の選出

委員会意見書の提出

準備（内容検討）実施時期・方向性の決定

先進地視察

市民まちづくり提案事業（協働事業
部門）の審査

市民活動表彰者の選考

令和元年度 令和２年度

　　　　　　　　　　　 （小委員会）

委嘱状の交付、委員長の選出

活動計画の確認

４～６月 １０～１２月７～９月 １～３月１０～１２月７～９月４～６月１～３月

委員会開催月目安（全大会）

資料１



地域組織のあり方検討について

１ 取組みの背景

人口減少や少子高齢化など社会情勢が大きく変化し、地域が抱える課題も多様化しています。

本市は、市民と市の協働によるまちづくりを推進し、豊かな地域社会を実現するため、平成20

年に鳥取市自治基本条例を制定しました。

国（ 文部科学省） においても、「 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方

策」 について検討され、持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが担い手として地域運

営に主体的に関わっていくことを求めています。（ 平成30年中央教育審議会答申）

また、鳥取市社会教育委員会議においても、地区公民館を通じた「 ひとづくり」「 つながりづく

り」「 地域づくり」 を進めることについて提言されています。

２ 地域組織に関する取り組み

本市では、平成２０年を協働のまちづくり元年とし、まちづくり協議会の設立を呼びかけると

ともに、助成金の交付や関係者を対象とした研修会を開催するなど必要な支援を行ってきました。

それから１０年以上が経過し、急速な人口減少や少子高齢化、地域課題の多様化、地域のつな

がりの希薄化など、地域コミュニティを取り巻く環境は厳しさを増しており、地域によっては、

人材や資金の不足など組織や活動の維持存続に不安を抱えておられる状況があります。

このような状況を踏まえ、地域コミュニティの将来像やあり方を共有し、その実現のために「 学

びの成果を活かした住民主体の地域づくり」 を進めるため、地域と共に地域組織のあり方の検討

を進めています。

令和元年度からは、地域組織の見直しを希望する地区において、試行的な取組みを実践し、そ

の成果や課題を検証しています。

３ 試行的な制度の概要

対象： 試行的な制度の導入を希望された、明治・ 用瀬・ 佐治地区の３地区

（ １） 組織（ 公民館運営委員会とまちづくり協議会） の一体化

≪ ≫イメージ

資料２



●組織の一体化
前 後 備考

明

治

明治地区公民館運営委員会

明治郷づくり協議会
明治郷づくり協議会

平成３１年４月２１日
規約変更

用

瀬

用瀬地区公民館運営委員会

用瀬地区まちづくり協議会
用瀬地区まちづくり協議会

平成３０年４月２日
規約変更

佐

治

佐治地区公民館運営委員会

佐治町まちづくり協議会
佐治町まちづくり協議会

平成３１年４月２２日
規約変更

※まちづくり協議会が公民館運営委員会の機能を引き継ぐ(包含する)体制へ移行

（ ２） 事業資金（ 関連する補助金等） の一本化

一括交付金のねらい（ めざす姿） ⇒ 学びの成果を活かした住民主体の地域づくりを推進

４ 試行運用に関する意見交換と情報共有

① ヒアリング（ 意見交換）
７月に各地区単位で、１０月に３地区合同でヒアリング（ 意見交換） を行いました。

②情報共有
運用状況について、自治連合会、地区公民館、まちづくり協議会と情報共有を行いました。

…・ 自治連合会、地区公民館など 地域振興会議会長会(8月)、地区会長会(10月)
公民館長会(R元. 3回)、出前説明会（ 13地区、延べ参加者約120人）

… … … … … …・ まちづくり協議会 令和元年12月25日に研修会を開催（ 参加者110名）

③ ヒアリング（ 意見交換）
１年間の試行期間を終え、令和２年４月に各地区でヒアリング（ 意見交換） を行いました。

≪ ≫良かった点

・ 組織の一体化により地域の一体感が生まれ、これまで多くは公民館主体であった事業が計

画から実施まで地域住民が関わる機会が増えた。

・ 生涯学習から地域活性化への展開など大きな視野で考えられるようになった。

・ 事業資金が一本化されたことで動きやすくなった。（ 事業間で調整が可能）

・ 市役所に出向く回数が減少し、公民館の事務が効率化された。

・ 一部であるが事業や組織を整理することができた。

≪ ≫課題と感じた点

・ 事業の目的を明確にして内容を考えていかないといけない。

・ まち協の公民館事業部で従来の公民館事業（ 社会教育部分） を実施したが、他の部との事

業と融合していきたい。（ 社会教育とまちづくり事業の融合）

・ 役員の重複解消は時間をかけて見直す必要がある。

・ 効率的な会議の持ち方を検討したい。



５ 今後の取り組み等（ 案）

（ １） 試行の取組みを通じて

令和元年度の取り組みを通じて、組織の一体化と事業資金の一本化が、各地域の目標に向けた

まちづくり及び地域課題の解決に一定程度、寄与することが確認できました。

地域からは、柔軟な運用ができる仕組みづくりが求められています。市民自治推進委員会から

も、全市一律の制度とするのではなく、それぞれの地域に合ったやり方を選択できるような制度

設計が必要との意見をいただいており、各地域がそれぞれの判断によって、地域の実態に即した

制度を導入（ 選択） できるような仕組みをめざします。

（ ２） 今後の具体的な取組み

・ ３地区で試行的な取組みを継続し、地域や関係団体（ 組織）等の意見を伺い、市の制度や支

援のあり方の検討を進めます。

・ 試行的な取組み（ 組織の一体化及び事業資金の一本化）を希望される地区において、地域や

関係団体（ 組織） 等の意見を伺い、令和３年度から実施できるよう調整を進めます。

・ 地域の希望に応じて、拠点施設の地域運営（ 指定管理者制度の活用等）ができるよう、調整

を進めます。

・ 地域福祉や地域活性化等に関する類似の補助事業を精査し、一括交付金制度として地域組

織へ支出（ 補助） できないか検討します。

≪ ≫スケジュール案

令和２年６月～ 試行の取組み状況等を情報発信（ 各地区）

制度導入に向けた個別相談（ 希望される地区で随時実施）

８月 協働のまちづくりに関する啓発事業（ フォーラムの代替事業）

希望する地区へのアドバイザー派遣

９月～ 令和３年度からの試行制度の導入に関する意向調査

●参考
≪指定管理者制度の導入に関する考察≫
（ １） 地域組織による地域づくり事業と拠点施設の運営により期待される効果

① 地域の実態や課題解決、まちづくりの視点を踏まえた主体的で自立性のある運営、コミュ
ニティ活動の拠点となる施設の実現

② 地域組織による柔軟でより効果的な施設活用・ 運営による住民福祉の向上

（ ２） 地域組織が指定管理者となる場合に想定する業務内容（ 指定管理業務）

① 地域振興・ 福祉業務（ コミュニティ計画に基づく各種事業の支援）
② 生涯学習業務（ 社会教育を基盤とした地域づくりの取組み支援）
③ 災害対応業務（ 災害時の防災拠点としての施設運営）
④ 施設運営業務（ 施設の貸し出し、利用料金の徴収、管理に必要な鍵の保管）
⑤ 施設管理業務（ 建築物及び設備の保守管理、備品の保守管理、施設管理、清掃）

※地区公民館機能（ ① ②社会教育・ まちづくりの拠点： と 、防災拠点： ③ ） を確保しつつ、
地域組織の取組みをサポートする「 新しい指定管理者制度」 の導入をめざす。（ ④ ⑤、 は通

常の指定管理業務（ 貸館））



鳥取市市民まちづく り提案事業助成金

目 的

地域の課題解決やまちの活性化のために、市民等からの視点による自由な発想に基づき提

案された「 まちづく り事業」 の経費の一部を助成し、市民活動の活性化や協働によるまちづ

く りの推進を図る。

＜市民活動促進部門＞

鳥取市市民まちづく り提案事業助成金(市民活動促進部門)審査会で審査

審査委員： ５名以内（ 鳥取市市民自治推進委員から１名）

委嘱期間： 委嘱日から令和３年３月３１日まで

事業種別
創造的な市民活動事業

（ スタート型）

公益的な自主事業

（ ステップアップ型）

趣旨
活動をこれから始める、又は始めたば

かりの市民活動団体を応援するもの

既に活動している市民活動団体の活動を

更に充実・ 発展するよう応援するもの

助成上限額 １０万円 ２０万円

助成率 １０／１０ ４／５

申請が

できる団体

設立後３年未満の団体

１団体につき１回限り

設立後１年以上の団体

１団体につき３回まで(スタート型含む)

助成件数 ２団体程度 ４団体程度

実績

（ 助成団体数／申請団体数）

H29 年度 申請なし

H30 年度 申請なし

R1 年度 申請なし

（ 助成団体数／申請団体数）

H29 年度 ４団体／４団体

H30 年度 １団体／１団体

R1 年度 ３団体／４団体

＜協働事業部門＞

鳥取市市民自治推進委員会にて審査

事業種別 行政提案型事業

趣旨
市の示す行政課題の解決のため団体が企画立案する事業で、市との協働により行政

課題の効果的な解決が期待できるもの

助成上限額 ４０万円 助成率 １０／１０

申請ができ

る団体

市民活動団体等の団体

助成件数 １つの課題につき１団体

実績

（ 助成団体数／申請団体数）

H29 年度

① 「 砂像のまち鳥取」 推進につながる事業 １団体／１団体

② 地域資源活用による街なか暮らし魅力創出につながる事業 ０団体／１団体

③ 女性の活躍推進につながる事業 再募集 １団体／１団体

H30 年度

① 文化芸術による街なかの賑わい創出につながる事業 １団体／１団体

R１ 年度

① 地域主体のボトムアップでつながる山陰海岸ジオパーク事業 １団体／１団体
② スケートボードを通じた社会教育環境の構築につながる事業 １団体／１団体

資料３



令和２年度 参画と協働のまちづく り啓発事業（ 仮称）

≪ たたき台≫

１ 目 的

鳥取市が平成２０年度を「 協働のまちづく り元年」 とし、市民との協働による

まちづく りの取組みを進め始めてから１ ０年以上が経過しました。この間、全６

１地区にまちづく り協議会が設立されるなど一定の成果が得られた一方、急速な

人口減少や地域課題の多様化などにより地域をとりまく 環境は変化しており、地

域によっては人材や資金の不足など組織や活動の維持継続に不安を抱えておら

れる状況にあります。

そうした中、地域の課題に柔軟に対応していく ため、その地域に合った新たな

取組みが展開され始めている。こうした先進的な取り組みについて実際に地域組

織に関わる方たちとともに情報共有し、自身の地域に当てはめていただく ことで、

これからの地域組織のあり方を考える契機とすることを目的とします。

２ 内 容

（ １ ） ぴょんぴょんネット による行政番組放送

（ ２ ） 放送内容を録画したＤＶＤの公民館への配布

※地域組織に携わる方を対象としたフォーラムを予定していたが、新型コロナウ
ィルス感染症の感染拡大の影響を考慮して内容を変更（ 最終決定は市民自治推

進委員会）

３ テーマ

「 地域づく りと社会教育の融合について」

※第５回委員会（ Ｒ２年２月開催） で確認済

４ 放送時期

日にち： 令和２年８月上旬 ※

５ 具体的な放送内容（ たたき台）

（ １ ） 講演（ 30分）

（ ２ ） 市民自治推進委員の対談（ 30 ○ ○ ○ ○分） 委員・ ○ ○委員・ 委員

（ ３ ） 取組み紹介（ インタビュー： 10分×３ ）

① 試行的に一括交付金を導入している地区

② 地域組織による拠点施設の管理運営をめざしている地区

③ 自治会が自立的に新しい地域運営をめざしている地区

● 全体で９０分程度を予定（ ぴょんぴょんネット と調整）

≪ ≫主催者について

例 年： 参画と協働のまちづく りフォーラム実行委員会

（ 市民自治推進委員会、社会教育委員会議、市公民館連合会、まちづく り協議会 等）

本年度： 市民自治推進委員会と市の共催
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鳥取市自治基本条例の見直しについて

１ これまでの取り組み

鳥取市自治基本条例（ 平成２０年１０月１日施行）は、「 市民と市が自治の主体であり、お互いが

たゆみない努力によって自治を維持する」 を理念とし、「 市民と市の相互理解と信頼関係のもとに、

参画と協働のまちづく りを進める」 という基本原則を本市の自治の規範と位置付け、市民と市が共

にまちづく りに取り組んでいるところです。

条例第３０条において、条例施行日から４年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が本市に

ふさわしく 、社会情勢に適合したものかどうかを検討することが定められています。

令和２年度は前回の見直しから４年目となり、３回目の見直しの時期にあたります。

【 過去の見直し状況】

第１回

平成２４年

○検討結果： 危機管理についての条項の追加が必要

第２回

平成２８年

○検討結果： 現行通りでよい
○委員会意見
・「 まちづく り」 の定義づけが必要では

・ コミュニティの範囲について検討する必要があるのでは

・ 自治会、まちづくり協議会、地区公民館の位置付けと役割を明確にしては

【 市民自治推進委員会の審議経過】

・ 第３回委員会（ 10/23） にて前回見直し時の流れ、過去の答申内容を共有。

・ 新見市、朝来市（ いずれも自治基本条例制定自治体）へ視察研修を実施。（ 第４回委員会）

・第５回委員会（ 2/14）にて視察の振り返り。その後、条例見直し検討ワークシートを作成。

・ 小委員会（ 3/10） にてワークシートのまとめ。

・ 正副委員長会（ 3/30） にて条例見直し等のポイント整理。

・ 4/30、市長から委員長へ諮問書の提出

・ 小委員会（ 4/30） にて条例見直しのポイント及び検討項目の協議。

２ 条例見直しの考え方について(小委員会で協議した案)

（ １） 諮問の内容

① 条例各条項が社会情勢に適合しているか

② 条例各条項に基づく運用状況の調査

（ ２） 基本的な考え方

平成２９年３月答申時の「 自治基本条例は、本市の自治の基本理念を定めるものであり、

の自治の規範となる本条例はいわば憲法のような位置づけである」 との認識を承継し、改定

ありきの見直しは避けつつ審議します。

（ ３） 見直しに向けた議論の方法

本条例が本市のまちづく りの基本ルールとして、その役割を十分果たせているか次の項目

をふまえて審議します。

① 各条項における社会情勢の変化への適合状況、

② 条例に基づく取り組み状況、市の各課の条例の運用状況

③ まちづく り協議会等との意見交換（ 取組み状況）

④ 新たな条項の追加の必要性等
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３ 条例見直しのポイント及び検討項目(小委員会で協議した案)

（ １） 地域組織によるコミュニティ活動推進の視点（ まちづくり協議会）

地域組織のあり方が検討され、まちづくり協議会を中心としたコミュニティ活動が活発に

行われている地区が存在するが、まちづく り協議会の位置付けが明確となっていない。

第１３条（ コミュニティ）関係において、まちづく り協議会についての項目追加を検討する。

（ ２） 社会情勢を踏まえた見直しの視点（ 危機管理、広域連携）

自然災害の多発、大規模化を踏まえ、危機管理（ 防災） に関する項目を補強することが求

められる。第２４条危機管理において、災害時における地域と行政の連携、協働に関する記

述を追加する。

中核市へ移行し、周辺の自治体や関係機関との更なる連携が求められる。第２８条におい

て広域連携の項目を追加する。

（ ３） その他

上記の他、諮問内容に沿って各条項の運用状況を調査する。

地区公民館及び地域コミュニティの位置付け、地区公民館職員の役割等について意見とし

て答申するか検討する。

４ 今後の取り組み（ スケジュール案）

4月 市民自治推進委員会への諮問、小委員会

5月 市民自治推進委員会での審議（ 答申書のたたき台について協議）

6月 小委員会（ 答申書の案について協議）

7月 市民自治推進委員会で答申書のまとめ

8月 市民自治推進委員会から市へ答申を提出

9月
（ 条例改正を行う場合）
・ 答申を受け、対応方針の決定。庁内関係課で協議。
・ 協働のまちづく り推進本部で見直し方針の決定、条例素案の作成。
・ 市民自治推進委員会にて素案に対する意見をもらう。
・ パブリックコメントを実施。
・ パブコメを踏まえた素案を市民自治推進委員会に提示。
・ 条例案の最終決定。

10月

12月 条例提案(改正を行う場合)



社会の変化に対応した地区公民館のあり方について（ 提言）  

令和２年４月１７日

鳥取市社会教育委員会議・ 公民館運営審議会・ 生涯学習推進協議会

はじめに 

地区公民館は、地域における社会教育・生涯学習の拠点施設として、これまで

重要な役割を担ってきました。本市では、平成２０年に鳥取市自治基本条例が施

行され、地区公民館がコミュニティ活動の拠点施設と位置づけられ「 生涯学習の

推進と地域への還元」 や「 参画と協働のまちづく り」 が進められています。

文部科学省の諮問機関である中央教育審議会が平成３０年１２月に示した答

申「 人口減少時代の新しい地域づく りに向けた社会教育の振興方策について」で

は、社会教育を基盤としたひとづく り・ つながりづく り・ 地域づく りの推進や、

社会教育施設に対して地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセン

ター的役割、地域の防災拠点となることへの期待が示されました。

人口減少問題や少子高齢化、高度情報化の急速な進展などの社会情勢の変化

を背景に、地域における社会教育や地区公民館に求められる役割も変化し多様

化する中、本会議では公民館活動の意義の再確認を行うとともに、これからの活

動や地域における位置づけについて議論してきました。

（ １） 地区公民館の現状 

 各地域において各地区公民館が果たしている役割として以下の点が確認され

ました。

① 地域の人々 が「 つどい・ まなび・ つながる」場として、館長及び公民館職

員が中心となり、公民館主催の生涯学習事業（ 大人と子どものふれあい

事業、特色ある公民館活動事業、地域の仲間づく り事業、人権啓発推進

事業など） を柱とした各種教室や行事の実施、サークル活動の支援等を

行っている。

② 地域づく りの拠点施設として各種団体による利用のほか、まちづく り協
議会の事務局としての役割を持ち、地域によっては各種団体の事務局機

能も果たしている。

（ ２） 課題 

 このような現状を踏まえ、課題として次のような点が挙げられました。

① ひとづく り
 従来から地域づく りに関わってきた地域人材の高齢化が進む一方で、公
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民館事業や地域行事への若い世代の参画が不足しており、地域人材の固定

化やこれからの地域づく りを支える担い手の不足が顕在化している。

② つながりづく り
 本市においては、地域の実態は様々 であるが、ライフスタイルの多様化

や核家族・共働き世帯の増加、都市部を中心とした自治会加入率の低下や

中山間地域における高齢化の進行などによって顕在化してきた地域課題

（ つながりの希薄化や担い手不足） に悩む地域があることは否定できな

い。このような状況が続けば、近い将来、幅広い世代が地域活動や学びを

通じたつながりを形成し、地域社会を支えていく基盤を維持することが

難しく なると予見される。

③ 地域づく り
 地域によっては、まちづく り協議会、自治会、町内会、各種団体および

公民館の役割分担が不明確なままそれぞれの事業が行われている実態が

みられる。その結果、地域における事業が重複し、公民館をはじめ各種団

体の多忙化につながっている。

また、市においては、社会教育と地域づく りに関する複数の部署の連携

が不十分なため、公民館における会計事務等が煩雑になっている。

（ ３） 提言 

○ 社会の変化に対応した公民館のあり方 
すでに、我が国の人口は減少局面に入っており、誰も経験したことのない

社会の縮小が始まっています。これからは、地域住民がこれまでの経験や知

恵を活用し、それらや既成の「 常識」にとらわれることなく 、地域に住む様々

な人々 の存在と多様な考えを認めあい、長期的な視野に立って新たな地域像

を共に描いていく ことが求められています。そのために、既存の地域組織の

つながりを基盤としつつ、より幅広い地域住民の実情や思いが反映できる体

制づく りが急務となっています。  

公民館は全年齢（ 全世代）に開かれた教育施設であり、時に異年齢の集団

がともに学ぶ場を提供することができる機関です。公民館が培ってきた生涯

学習や社会教育の手法、特に、個々 人の学習要求をくみ取りつつ（ ひとづく

り）、学習集団を形成して相互に高め合う場をつく り（ つながりづく り）、さ

らに学習の成果を発表・ 発信し、地域課題解決に活用する（ 地域づく り） と

いった取り組みのノウハウを、今後の地域づく りに活かしていく ことが求め

られています。  



○ これからの鳥取市の地区公民館のあるべき姿
本市の地区公民館においては、６１地区の個性や特色を活かし、個人の学

習要求を尊重しつつ、同じ関心を持つ集団や地域共通の課題にも配慮した事

業や講座の企画に、これまで以上に注力する必要があります。

公民館が主体となってそのような事業を実施する際には、幅広い世代や多

様な背景を持つ住民が参加できる事業を意識することが望まれます。そうす

ることで、その中から将来地域を支える人材が育っていく ことが期待されま

す。

地域の組織や学校が主体となって行う事業については、住民自治のさらな

る促進のためにも、公民館（ 実務上は館長及び職員）はあく まで住民や集団

の学び・ 育ちの観点からそれらの事業を補完・ 支援するコーディネーター役

を担うべきです。

また、テーマが共通している事業や単独の地域では対応できない課題につ

いては複数の公民館が連携・協働して事業を実施するなどの工夫も必要です。

なお、公民館活動は非営利であることが求められているが、それは完全な

無償ではなく 、地域活動として一定の収益を上げることやボランティアなど

の協力者に一定の報酬が支払われることが妨げられるものではないことも

考慮すべきです。

以上を踏まえると、例えば、地域で以下のような事業に取り組み、その際

に公民館（ 館長及び職員）がコーディネーターとしての役割を担うといった

形が考えられます。

【 防災】

地域の防災力向上のため、既存の料理教室に災害時の食事提供を想定し

た内容を組み込む。

【 教育】

PTAや子供会育成会等が協力し、学校支援ボランティアのためのサロン
やボランティア人材育成のための研修・ 講座などに取り組む。  

【 地域福祉】

高齢者のつながりづく りのために、地域住民が集まって会話や食事を楽

しむサロンを開催する。

【 産業振興】

地域住民による特産品や特産物作りを行う。その収益により地域振興を

図る。

【 管理運営】

地域組織や学校等の行事を網羅したコミュニティカレンダーの作成を

通じて事業の棚卸や地域全体の事業の見える化を図る。



〇 市の関わりや支援について

上述のように、地区公民館は、地域住民の学びの拠点であるとともに、地

域の諸活動を支える高度なコーディネーター機能が求められています。その

ような機能を十分に果たすためには、公民館職員の待遇を改善し、優秀な人

材を安定的に確保したうえで、社会教育主事講習などの研修への参加機会の

充実を図る必要があります。  

さらに、防災、学校教育、地域福祉、産業振興などの専門的な知識を必要

とする場合は別途アドバイザーを派遣するといった仕組みも検討すべきで

す。  

また、財政的な支援については、現在試行的に実施されている一括交付金

の制度を検証し、地域における各種取組みがさらに促進されるよう工夫する

必要があります。  

そして、以上のような、人材や財源の確保方法を含む公民館の運営体制の

あり方については、地域ごとに選択可能な制度となるよう慎重に検討を行う

べきです。  

なお、所管課による公民館に対する諸施策の検討に加え、関係部局が情

報共有や連携・ 協力できる体制を整え、より効果的な事業の再編などを進

めることも必要です。その際、職員一人一人が社会を取り巻く環境やそれ

に伴う地区公民館の役割の変化を踏まえ、今日的な社会教育を理解して業

務に取り組むことが求められます。  

以上が、私たちが考える「 社会の変化に対応した地区公民館のあり方」

とそれに向けた提言です。これらの提言を踏まえ、各地区公民館が時代に

応じた役割を十分に果たすことができるよう、適切な施策が講じられるこ

とを望みます。 


